
スマートフォンなどを手で保持して、自転車に

乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が

新たに禁止され、罰則の対象となりました。

また、自転車の酒気帯び運転のほか、種類の提

供や、同情・自転車の提供に対して新たに罰則が

整備されました。

自転車を運転する際には充分に気を付けましょ

う！

～みんなでつくろう安心のまち～


